
地域共生型再エネの導入と再エネ促進区域の設定に向けた
ゾーニング・合意形成の取組について
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１. 再エネの最大限導入に向けた目標
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再生可能エネルギーの導入推移と2030年の導入目標

◼ 2012年7月のFIT制度（固定価格買取制度）開始により、再エネの導入は大幅に増加。特
に、設置しやすい太陽光発電は、2011年度0.4％から2020年度7.9％に増加。再エネ全体
では、2011年度10.4%から2020年度19.8%に拡大。

◼ 今回のエネルギーミックス改定では、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けて、施策強化等
の効果が実現した場合の野心的目標として、電源構成36-38%（合計3,360～3,530億
kWh程度）の導入を目指す。
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環境省の2030年度に向けた再エネ導入拡大の取組

◼ 2050年カーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガス削減目標の実現、そして地域脱炭素を通じた地
方創生の実現に向けて、地域資源である再エネの最大限の導入拡大が重要。

◼ 環境省では、GX基本方針、地球温暖化対策計画やエネルギー基本計画等を踏まえ、関係省庁とも連携し、

①公共施設での太陽光発電導入の率先実行

②地域脱炭素の推進のための交付金や温対法に基づく促進区域等を活用した、地域共生型再エネの導入

③民間企業による自家消費型太陽光の導入

④風力発電促進のための環境アセスの最適化、地熱開発の加速化や廃棄物発電の導入 等に取り組むほか、

⑤関連施策として脱炭素化支援機構を活用した民間投資の促進、太陽光パネル等の廃棄・リサイクル も行う。

〈公共施設での太陽光発電導入の率先実行〉

北海道胆振東部地震（H30.9）停電発生

→停電発生と同時に自立運転に切替え、

最低限のコンセントや電灯が使用可能に

〈民間企業による自家消費型太陽光発電導入〉

花王は、2019年2月から、グループの栃木工場

の既設生産棟2棟の屋根に約1,500kW分の

自家消費型PVを導入。

〈地域共生型再エネの導入〉

畜産ふん尿を活用した脱炭素化
（北海道上士幌町）

⚫ 畜産ふん尿の処理過程で発生するメタ
ンガスを利用したバイオガス発電等の電
力を地域新電力を通じて町全域の家庭・
業務ビル等に供給し脱炭素化

⚫ 役場庁舎中心に大規模停電などの非常
時においても防災拠点として電力を確保

バイオガスプラント

屋根置き太陽光が設置できない観光エリ
アの脱炭素化（兵庫県姫路市）

⚫ 従来型の太陽光発電施設の設置が困難
な世界遺産・国宝「姫路城」を中心とした
特別史跡指定区域内等を脱炭素化

⚫ 郊外市有遊休地に太陽光・蓄電池を設
置し、再エネ供給を行いゼロカーボンキャッ
スルを実現し、観光地としての魅力とブラン
ド力向上

姫路城
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地方公共団体における再エネ導入目標

◼ 温対法21条3項では、地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定する場合、再生可能エネルギーの
導入促進に関する施策及びその実施に関する目標（＝再エネ導入目標）を定めることとされている。

◼ 再生可能エネルギー導入について、定量的な進捗管理目標を設けることで、地方公共団体としての取組状
況を明確なものとし、定期的な評価・より実行的な施策への改善に活用することが可能。

１）現状の再エネ生産量および域内の導入ポテンシャルを把握（ex. FIT 制度公表情報による再エネ導入

実績・REPOS 等 ）

２）計画における総削減目標（ex.総量削減目標達成に必要な再エネ導入量）の把握及び把握可能な

目標指標（ex.再エネ設備容量（kW 等））を選定

３）上記を踏まえ、再エネ導入の目標値を定めることにより、定量的な目標設定が可能

※再エネ目標設定支援ツールにより、ポテンシャルと導入目標値を視覚的に比較しながら検討可能

目標設定方法

目標設定の意義

再エネ目標設定支援ツールの表示再エネ導入量の目標設定フローイメージ
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再エネ導入目標の設定事例

5

参考事例：長期の再エネ導入目標から逆算した導入目標の設定（長野県）
・ 長野県では、2021年6月に「長野県ゼロカーボン戦略～2050ゼロカーボン実現を目指した

2030年度までのアクション～」を策定しました。
・ 再エネ生産量の目標設定については、短期（2030年度）及び中期（2040年度）は、

2010年度から最新実績年度までの傾向に基づき2020年度の値を推定した上で、2050年度
の目標値との線形内挿を行い、算出しました。

長野県ゼロカーボン戦略～2050ゼロカーボン実現を目指した2030年度までのアクション～（2021年6月 長野県）

各種再エネ生産量に関する目標

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（環境省）
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２．再エネ導入の現状及び各主体の取組
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日本の再エネ導入の現状

◼ 2012年の固定価格買取制度の導入以降、再エネの設備容量は急速に拡大

◼ 2021年時点での我が国の再エネ発電導入容量は世界６位

出典：いずれも 日本のエネルギー2023（資源エネルギー庁作成）より抜粋（https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/）

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/
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再エネ導入をめぐる報道

出典：各種ニュースサイトより
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再エネ導入をめぐる報道

（中略）

出典：各種ニュースサイトより



10

地域共生型再エネの導入の推進

再エネの最大限の導入のためには、地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型

の再エネを増やすことが重要。

地域資源を活用した再エネ事業による地域振興

• 適正な環境配慮の確保と、地域の合意形成の推進

• 地域の住民･事業者が、積極的に事業に関与、連携

• 地域経済の活性化、防災などの社会課題の解決に貢献

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手

• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な配慮
が不足

環境省は、地域共生型の再エネ導入を支援 迷惑施設と捉えられる再エネには厳しく対応

公共施設を活用した再エネ導入

環境省による取組

• 改正温対法に基づく再エネ促進区域（地域脱炭素化促進事業）

の運用に関する支援を実施

• 環境アセスメント制度により、地域共生型の事業計画の立案を促進

• 地域脱炭素移行･再エネ推進交付金等による支援を実施

環境省による取組

• 環境アセスメント制度等により、環境への適正な配慮とパブリックコンサ

ルテーションの確保。これらが不十分な事業に対し、環境大臣意見を

述べる際は厳しく対応（例:埼玉県小川町での事例）

• 各省における、個別法による立地規制や、事業法による事業規律の

確保の取組との連携

お が わ ま ち

法面保護工が崩れて流出した事例
傾斜地の崩壊が発生したため、
法肩部分の架台が流出した事例

出典：いずれも、地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン2019年版（NEDO)
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国による地域共生型再エネ導入のための事業規律強化～FIT/FIP制度～

出典：令和６年５月29日総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第62回）資源エネルギー庁作成
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地域共生型再エネの導入に向けた地方公共団体の取組例

出典：令和４年５月12日 第３回 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 那須塩原市作成資料
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宮城県による「再生可能エネルギー地域共生促進税条例」の概要

再生可能エネルギーの最大限導入と環境保全の両立に向けて、再エネ発電事業の地域との共生を促進する。

目的

課税対象：
・0.5ヘクタールを超える森林の開発行為の着手
から完了後５年以内に着工された太陽光・風力・
バイオマス発電設備。
・地域脱炭素化促進事業として市町村が認定し
た事業やそれに準ずると認められる事業等の計画
により使用される設備については非課税。

納税義務者：再生可能エネルギー発電設備の所有者

税率：
・再生可能エネルギー源の種類により設定（営業
利益の20％程度に相当）
・太陽光・風力発電設備についてはFIT価格等に
応じて区分

条例の効力：施行の日から５年間

税の概要

・地方税法に基づき、法定外税の新設にあたっては、総務大臣に協議を行い、令和５年11月17日付で総務大臣の同意を得た上で、宮城県は令

和6年4月１日に条例を施行。

・令和5年9月に、地域脱炭素化促進事業の認定等に関するガイドラインを独自に整備して公表。

施行までの動き

※令和５年７月に宮城県議会で条例が可決

出典：地球温暖化対策推進法に基づく 「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン （地域の合意形成・地域の理解関連）宮城県作成
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青森県 「自然環境と再生可能エネルギーとの共生構想」の概要

自然環境との共生に向けたルールづくり

陸上風力、太陽光など        

○ 再生可能エネルギーと地域・自然との共生に
係る条例等の制定

➢ 再生可能エネルギー施設の立地を禁止するエリア
をゾーニング

➢ 地域との合意形成を円滑にするためのプロセスを
制度化

○ 市町村による促進区域設定を支援

➢ 青森県基準を策定するなど、促進区域設定等の
計画策定の取組を支援

○ 脱炭素社会実現に向けた取組

➢ エネルギーの地産地消
を推進

➢ 自家消費型再生可能
エネルギー設備等の導
入を促進

① 自然環境との共生

② 県・地元自治体・地域関係者の合意

③ 地域経済等への貢献

出典：自然環境と再生可能エネルギーとの共生構想 令和５年９月12日青森県作成
（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/enerugi/kyouseikousou.html）

○ 電力の構造転換が図られている中、再生可能エネルギーの普及

拡大が国全体として必要不可欠。

○ 一方で､未来世代へと引き継がれるべき自然環境を守らなければ

ならない新たな局面に。

○ 持続可能で共存共栄をしていく姿を描いていくことが必要。

○ 自然環境と再生可能エネルギーの共生のあり方について、目指す

姿とその前提を定め、ルールづくりについて一定の方向性を示し、

併せてそのスケジュールを示すもの。

趣旨

目指す姿とその前提

自然環境との共生を前提に、県内の電力需要相当量※の全てを再生

可能エネルギーによる発電で賄うことが可能な規模の導入を目指す。
※年間総量ベースでの比較

＜前提＞

我が国が目指す脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給に向け、

原子力事業・サイクル事業等を通じて国全体の電力需要にも貢献。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/energy/enerugi/kyouseikousou.html
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福島市による「ノーモア メガソーラー宣言」

福島市は、災害の発生が危惧され、誇りである景観が損なわれるような山地への大規模太陽光発電施設の
設置をこれ以上望まないこと、また、地球温暖化の防止は未来を守る喫緊の課題であることから、省エネル
ギー・省資源化に取り組むとともに、地域と共生する再生可能エネルギー事業を積極的に進めていくことを合
わせて、市の方針・意思表示として「ノーモア メガソーラー宣言」を行っている。

福島市は「ノーモア メガソーラー宣言」をしました  （https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/no-more-mega-solar.html）

出典：令和５年度第３回福島市環境審議会 資料１（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/kankyokehatsu/ondanka/sinngikai5-3.html）

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/no-more-mega-solar.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kankyo-o/machizukuri/shizenkankyo/kankyokehatsu/ondanka/sinngikai5-3.html
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地域と共生した再エネ事業 ～事業者の取組事例～

地域に裨益する再エネ事業の拡大を目指し、再エネ事業者の取組も多様化。再エネ事業とともに様々な地域
振興策も行われている。

出典：いずれも 地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討会（第３回）資料より抜粋
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地域と共生した再エネ事業 ～事業者の取組事例～

◼ リエネソーラーファーム東松山（発電事業者：東急不動産（株））では、地域コミュニティの創出や、地域用電源の設
置、収穫作物の地産地消等をすることで地域貢献や社会課題の解決に資するソーラーシェアリングを実施。

再生可能エネルギー

ソーラーシェアリング

地域共生

地域共生施設・地域レジリエンス
ソーラーシェアリング導入と
あわせて、地域共生施設を

通じたまちづくり

・ソーラーシェアリングに最適な農作物や
栽培方法の検証。
・日射影響を踏まえて収穫量を予測し
収益性を検証。
・作物をホテルレストランへ提供、食品残渣
をコンポストで堆肥化、肥料を本田畑で
利用し、“食の循環”を実現。

・空き家を活用し、カフェやコワーキングスペース
等、地域のにぎわいスペースに改装。
・ソーラーシェアリングで採れた野菜を使った
メニューを提供。
・地元店舗を中心としたマーケットの開催。
・農業用、災害時用としての地域用電源の
設置。

事業者 対話

住民

地元
企業 行政

地域
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地域と共生した再エネ事業 ～農山漁村再エネ法～

出典：農山漁村における再生可能エネルギーの取組事例（九州）（https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/syokuhin/saiene/jirei/index.html）

◼ 熊本県合志市では、農山漁村再エネ法に基づく認定制度を活用し、再エネ導入（太陽光）により得られ
た売電収入の一部を農業振興に還元しており、用水路の改修や調整池の維持管理、農業の６次産業化
支援に充てている。
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３．地域脱炭素化促進事業制度
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地球温暖化対策推進法改正の背景

地域共生型再エネ（例）

◼ 地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、地域経済

の活性化や災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、環境影響等の

再エネ事業に伴う地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成や環境配慮が課題。

◼ これを踏まえ、温対法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保全や地域の課題解決

に貢献する再エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設。地域の合意形成を円滑

化しつつ、環境共生型の地域の脱炭素化を促進する。

◼ あわせて、実行計画で定める再エネの利用促進等の施策について、 適切な実施目標の設定を促進する。

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手

• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な
配慮が不足

迷惑施設と捉えられる再エネ（例）

法面保護工が崩れて流出した事例地域資源を活用した再エネ事業による地域振興 公共施設を活用した再エネ導入

• 適正な環境配慮の確保と、地域の合意形成の推進

• 地域の住民･事業者が、積極的に事業に関与、連携

• 地域経済の活性化、防災などの社会課題の解決に貢献

傾斜地の崩壊が発生したため、
法肩部分の架台が流出した事例

出典：いずれも、地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン2019年版（NEDO）
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温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度の仕組み

市町村：促進区域等の策定

◼ 地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の
取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが令和4年4月から施行。

◼ 地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、

住民や事業者等が参加する協議会を活用し、

⚫ 再エネ事業に関する促進区域や、

⚫ 再エネ事業に求める

・地域の環境保全のための取組

・地域の経済・社会の発展に資する取組

 を自らの計画に位置づける。

※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、

⚫ 協議会における合意形成を
図りつつ、

⚫ 市町村の計画に適合するよ
う再エネ事業計画を作成し、
認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、

⚫ 事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、

⚫ 市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続等を

要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業は
当該許可手続等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続が不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ

協議
同意

協議会

個別法令に基づく
事業計画の確認

国
都道府県

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域
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その他のエリア 除外すべき区域
市町村が考慮すべき区域・

事項

国の基準（全ての地域脱炭素化促進施設に共通）

都道府県基準（地域脱炭素化促進施設の種類ごとに設定）

促進区域の候補となるエリア

社会的
配慮等
の観点
より
除外

環境保
全の観
点より
除外

「促進区域」の設定

◼ 国・都道府県基準、市町村として環境保全・社会的配慮が必要なエリア等を踏まえ、関係機関等との調整の上、

促進区域を設定し、市町村の実行計画に位置づけ。

◼ 設定に当たっては、土地利用やインフラのあり方も含め、長期的に望ましい地域の絵姿を検討すること、すなわ

ち、まちづくりの一環として取り組むことが重要であることなどから、広域で検討する「広域的ゾーニング型」が

理想的な考え方。

◼ 短・中期的な再エネ導入の観点からは、「地区・街区指定型」、「公有地・公共施設活用型」、「事業提案

型」といった促進区域の抽出方法の考え方もあり、状況に応じて検討。

関係者調整

環境保全・社会的配慮
に関する情報

その他

再エネポテンシャル

・関係者・関係機関による協議会
・個別ヒアリング、パブコメ 等

その他のエリア 除外すべき区域市町村が考慮すべき区域・事項

重ね合わせ

出典：新潟市太陽光発電及び陸上風力発電に係る
 ゾーニング報告書（素案）(令和4年3月 新潟市)

太陽光発電（パブコメ案）新潟市



23

促進区域抽出の方法（広域的ゾーニング型）

◼地域脱炭素化促進事業の促進に当たっては、土地利用やインフラの在り方も含め、長期的に望ま
しい地域の絵姿を検討すること、すなわち、まちづくりの一環として取り組むことが重要であることなど
から、広域で検討する「広域的ゾーニング型」が理想的な考え方です。

◼広域的ゾーニングでは、市町村全体もしくは一部（広域）を対象として、国・都道府県基準、市
町村として環境保全、社会的配慮が必要なエリア等を重ね合わせ、適地を促進区域として設定し
ます。

23

関係者・関係機関との調整

・関係者・関係機関による協議会
・個別ヒアリング、パブコメ 等

扱う情報

【国（環境省）の基準】
【都道府県基準】
・自然環境保全地域、砂防指定地、学校等
【市町村が考慮すべき事項】
・その他環境保全の観点から考慮が必要な事項
・社会的配慮の観点から考慮が必要な事項
【再エネポテンシャル】
・パネル設置可能面積、風況等

関係者調整

環境保全・社会的配慮
に関する情報

重ね合わせ

その他

レイヤー
情報の整理

再エネポテンシャル
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ゾーニング手法を活用した促進区域の設定事例（北海道せたな町）

◼せたな町では、無秩序な開発を抑制することを目的として、環境保全を優先するエリアと導入が可
能なエリアとを明確化するために、ゾーニングマップを作成しました。また、せたな町地域エネルギービ
ジョンにおける導入目標を見据えながら、ゾーニング結果を促進区域に反映しました。

◼協議会や地元説明会を通じて、地域の環境の保全のための取組や、事業者へ期待する地域貢献
策等を整理し、地域との合意形成を図りました。

出典：せたな町再生可能エネルギーに係るゾーニング（令和５年２月）
 せたな町 地球温暖化対策実行計画 （区域施策編・事務事業編）（令和５年11月）

促進区域の設定

ゾーニングによる促進エ
リア及び調整エリア 
を促進区域として設定

地域エネルギービジョンとの連携

既存情報の収集 協議会での合意形成

町民や学生向け環境学習を始めとした更なる連携
事業を開始するきっかけとなる

環境配慮事項だけでなく、地域還元・メリットを含め
た期待事項を把握・整理

地元住民の心配や留意すべき事項を把握

ゾーニングにおける合意形成の効果

24
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促進区域抽出の方法（地区・街区指定型）

25

参考となり得る事例 那須塩原市（小水力・バイオマス・太陽光等）

◼ スマートコミュニティの形成等を行う地区・街区のように、再エネ利用の普及啓発や補助事業
を市町村の施策として重点的に行うエリアを促進区域として設定します。

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（環境省）
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「地域脱炭素化促進事業」とは

地域の環境の保全
のための取組

地域の経済及び社会の
持続的発展に資する取組

地域脱炭素化促進事業の構成

地域脱炭素化促進施設の整備 地域の脱炭素化のための取組

地域の自然的社会的条件に適した再生可能エネルギーを利用する
地域の脱炭素化のための施設の整備

EV充電施設の整備

区域内の温室効果ガス排出削減等につながる取組（左記の施設
整備と一体的に実施）

自治体出資の地域新電
力会社を通じた再エネの

地域供給

環境教育
プログラムの提供

A B

Ｃ D

※上記は取組の一例

※再エネ海域利用法や港湾法等において規律される海域における洋上風力発 
電設備は除く。

※再エネ発電設備、再エネ熱供給設備に附帯する設備又は施設を含む。

◼ 地域脱炭素化促進事業は、下記A～Dの4つの要素（取組）から構成される。

◼ 事業者が作成した再エネ導入事業の計画が、市町村策定の実行計画に適合しているなどの要件に該当す

る場合、地域脱炭素化促進事業として市町村から認定される。

【取組例】
➢ 地元の雇用創出や保守点検等の再エネ事業に係る地域の人材育

成や技術の共有、教育プログラムの提供等を行う取組
➢ 収益等を活用した高齢者の見守りサービスや移動支援等の取組

【取組例】
➢ 希少な動植物の生息・生育環境保全のための取組
➢ 景観への影響をなくす・最小限に留めるための取組
➢ 騒音による住居等への影響に配慮した取組

太陽光 風力

中小水力 地熱

バイオマス

太陽熱

大気中の熱その他
の自然界に存する熱

地熱

バイオマス

再エネ発電設備 再エネ熱供給設備
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「地域の環境の保全のための取組」の設定

◼ 「地域の環境の保全のための取組」の検討は、促進区域の設定と並行して行うことが重要。

◼ 市町村で促進区域を設定するに当たっては、環境保全の観点から考慮することが望ましい事項、社会的配

慮の観点から考慮することが望ましい事項について検討した上で設定することとなる。

◼ そのうえで、促進区域から除外すべき程度の環境保全上の支障のおそれまでは確認されないものの、促進区

域の設定の後、事業の実施に当たっては、一定の支障のおそれが判明しうることが懸念される場合において、

「地域の環境の保全のための取組」に適切な措置を市町村が位置付けることで、事業の実施に際して事業

者において適切な措置が講じられることを担保することとなる。

地域の環境の保全のための取組（例）

希少な動物の生息環境を保全する観点において、当該地に生息する希少猛禽類は営巣期等の特定の期間にストレスを与えると繁殖への影
響が懸念されることから、現地調査によ って生息状況を把握し当該期間に工事を行わない等の環境保全措置を実施

希少な植物の生育環境を保全する観点において、促進区域において希少な植物の生育に関する情報が得られたことから、その生育状況を調
査して、生育環境に影響を及ぼす区域の改変を回避

景観への影響の観点において、促進区域内及びその周辺に重要な眺望点があることから、当該眺望点に係るフォトモンタージュを作成するなど
により影響の程度を予測・評価し、発電設備の規模（高さや大きさ）や配置の工夫、周辺景観に調和する色彩や形態の採用、 眺望点から
見えないように植栽を実施

騒音による影響の観点において、住居等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在することから、工事に係る配慮、設備の配置の
工夫などの必要な対策を実施

反射光による影響の観点において、学校や病院等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在し、反射光の影響が懸念されることか
ら、太陽光パネルの向きの調整などの必要な対策を実施

その他、環境の保全の観点から、事業規模等に制限を設けること
など
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地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

◼ 「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」は、地域脱炭素化促進事業が、地域の経済活性化や
地域課題の解決に貢献し、地域における再エネの社会的受容性の向上を図り、地域の魅力と質を向上させる
地方創生につながるものとなるよう促すことが期待される。

◼ それぞれの地域によって地域の課題は異なることから、地域のニーズに合致し、かつ、実現可能なものとなるよう、
市町村、先行利用者、周辺住民、事業者等が十分協議を行いながら、地域に応じた取組を検討する。

地域へのメリット 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組（例）

地域経済への貢献 ・域内への安価な再エネの供給や域内での経済循環を推進する取組
・地元の雇用創出や保守点検等の再エネ事業に係る地域の人材育成や技術の共有、教育プログラムの提供等を行う取組
・地元の事業者・地域金融機関などの事業主体・ファイナンス主体としての参画を行う取組 など

地域における社会的
課題解決

・再エネの非常時の災害用電源としての活用や、EVシェアリング、グリーンスローモビリティの導入・活用など他の政策分野の課題解決にもいかす取組
・再エネ事業に伴う発電余熱の施設園芸への活用や、燃焼残渣物の有機肥料としての活用等の取組
・収益等を活用して高齢者の見守りサービスや移動支援等の取組
・耕作放棄地・荒廃農地の活用による獣害対策
・市町村における地域活動等の支援 など
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「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」 の例

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第3版）（令和5年3月）

※石狩市地球温暖化対策推進計画【区域施策編】において、 「再エネ100％ゾーンでの操業企業数」が、再生可能エネルギー等の利用促進のKPIとして設定されている。
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地域における合意形成

◼地域共生型の再エネの導入拡大のためには、地域における合意形成を丁寧に図っていくことが重要。

◼「協議会」のほか、「個別ヒアリング」、「有識者等ヒアリング」、「説明会」、「アンケート」、「パブリッ
クコメント」等が挙げられる。

30

方法 概要・特徴

協議会等 多様な主体が集まり、一つのテーマについて議論する。

個別ヒアリング・調
整

住民や環境保全団体、先行利用者等に個別に情報共有及び意見聴取する。

有識者等ヒアリン
グ

有識者等から専門的見地からの助言や情報提供を得る。

説明会 対象が広範・多数に及ぶ場合の情報提供や意見聴取を行う。

アンケート ある特定の対象（住民、事業者、先行利用者等）に広く意見聴取する。

パブリックコメント 住民や事業者等の幅広い関係者・関係機関から広く意見聴取する。

勉強会・ワーク
ショップ

勉強会等の開催により関係者・関係機関の理解を深めることができる。ワーク
ショップでは、少人数のグループ毎にあるテーマで意見を出し合い、多様な立場の
方と議論を重ねていく。

普及啓発イベント 協議会等構成メンバー以外にも、広く地域住民、先行利用者等を対象とする。

JFF（共同事実
確認方式）

地域や全国で活動する環境保全団体等と連携し、調査・分析・評価を行う。

他地域との交流・
現地視察

実際に発電設備が導入されている地域を訪問し、稼働している施設の視察や、地域
との関わり等について現地の関係者・関係機関と意見交換を行う。

協議会

ヒアリング

説明会

アンケート・
パブリックコメント
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合意形成の事例

31

参考事例：風力ゾーニングの合意形成（にかほ市/風力）①

にかほ市風力発電に係るゾーニング報告書（令和3年3月 秋田県にかほ市）

・ 市内全域を対象に風力ゾーニングを実施しています。
・ 合意形成のために協議会のほか、「有識者ヒアリング」、「事業説
明会」、「アンケート調査」、「ワークショップ」、「景観モニター調査」
等、多様な視点で合意形成の場を設けています。

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（環境省）
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地域脱炭素化促進事業制度の活用による利点・効果

地元関係者との合意形成 地域環境・地域資源の保全 地域社会・経済への貢献

 地域貢献要件の設定によ
り、事業者に対して地元雇
用や災害時対応等、地域
貢献策を求めることが可能。

特に地方公共団体への効果

特に事業者の利点

 複数機関への個別調整が
市町村による一括手続に
代替され、簡略化。

農山漁村再エネ法
の特例

地域脱炭素化の促進や農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を含む地方公
共団体実行計画を定めた場合等に、農山漁村再エネ法に基づく各種特例の適用が可能。

酪肉振興法
集約酪農地域内の草地の形質変更

漁港漁場整備法
漁港区域内での工作物の建設等

海岸法
海岸保全区域における施設の新設等 など

ワンストップ化の特例の活用 環境アセス手続一部省略 事業の予見可能性の向上

 計画段階環境配慮事項に
ついて検討する手続（配慮
書手続）が適用されないこ
とによる迅速化・省力化。

 事業候補地における配慮・調
整が必要な事項の見える化。

農地法、温泉法、自然公園法、
森林法、河川法、廃掃法

環境保全の意思表示

 促進区域を設定することで、
脱炭素化に積極的な地方公
共団体としてアピールすること
が可能。

 環境に配慮した立地誘導を
促進し、環境破壊を回避。

 環境配慮要件を事業者に求
めることができ、環境共生型
事業を実現。

 協議会において地元関係者
との合意の一括形成が可能。
トラブルの未然防止に。



33

地域脱炭素化促進事業計画の認定事例

○地域脱炭素化促進事業の目標
地域脱炭素化促進事業による温室効果ガスの排出
の量の削減見込量：1,736t-CO2／年

○地域の環境の保全のための取組
（１）自然環境保全との調和：地域の植生、野生動物の生態、水質等の自然環境に影響をおよぼすことがないよう、

必要に応じた影響の調査、検討等を行う。
（２）景観の保全の維持及び向上：地域住民や有識者から必要に応じ意見を聴取し、景観が損なわれることのないよう、

適切な配慮を行う。
（３）安全対策：風雨や地震等による地域脱炭素化促進施設の破損や土砂流出への対策といった安全性の確保等を

行うよう必要な措置を講ずるとともに、問題が発生した際には、責任を持って問題の解決を行う。

認定地域脱炭素化促進事業計画の主な内容

○地域の経済及び社会の持続的発展に
 資する取組
売電収入の一部を活用して、地元の農業用施設
（用水路、法面等）の整備への活用を図る。

○地域の脱炭素化のための取組
オフサイトPPA方式にて、北陸電力が氷見市内の
需要家（事業所）に供給

検討の経過

令和４年６月～令和５年１月 氷見市脱炭素化推進協議会にて促進区域の設定等に向けた協議

令和５年３月 氷見市が市内遊休地を促進区域とする地方公共団体実行計画（区域施策編）策定

令和５年８月 氷見ふるさとエネルギー（株）による地域脱炭素化促進事業計画の申請

令和５年11月 氷見市が地域脱炭素化促進事業計画を認定

○地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
 太陽光発電設備 2,500kW
 （想定年間発電量：3,478MWh／年）

出典：氷見ふるさとエネルギー株式会社、氷見市提供資料
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◼ 富山県氷見市は、市内遊休地（道路工事の残土置き場となっていた農地）を促進区域として設定。
◼ 市内の氷見ふるさとエネルギー株式会社がオフサイトPPA方式にて、北陸電力が市内の需要家に供給する地域脱

炭素化促進事業計画を申請し、令和５年11月に市が認定。自然環境保全の調和や売電収入の一部を農業用施
設の整備へ活用する等といった、地域共生型再エネの導入拡大を図っている。
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都道府県による取組例（長野県）

長野県では、促進区域内事業に対する県独自の財政支援を実施。促進区域内への事業誘導の

実効性強化と、市町村による促進区域設定の加速化を図る。

●再生可能エネルギー普及総合支援事業

促進区域内に太陽光発電設備を設置する事業
（地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けた事業に限る）

補助率４／１０以内、上限額１，２００万円

長野県 令和６年度 再生可能エネルギー普及総合支援事業 募集要領（https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/03_bosyuyouryou.pdf）より一部引用

※発電設備を整備する際の初期費用の負担に対する支援を
目的としており、売電開始後の翌々年度からの一定期間にお
いて、補助金の全額に相当する金額を県に納付することを条
件として補助金を交付

https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/documents/03_bosyuyouryou.pdf
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４．地域脱炭素化促進事業制度に関する
国の支援策
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促進区域の設定状況一覧（令和6年8月末日時点）①

◼ 43市町村が促進区域を設定。

地方 都道府県 市町村名
対象となる再エネ種

太陽光 風力 水力 地熱 バイオマス その他熱利用

北海道 北海道 石狩市 ○

北海道 当別町 ○ ○ ○ ○

北海道 知内町 ○ ○

北海道 八雲町 ○

北海道 せたな町 ○ ○

北海道 幕別町 ○

北海道 釧路町 ○

東北 岩手県 紫波町 ○

福島県 浪江町 ○ ○

関東 栃木県 宇都宮市 ○

埼玉県 さいたま市 ○

埼玉県 所沢市 ○

埼玉県 入間市 ○

神奈川県 小田原市 ○

神奈川県 厚木市 ○

長野県 箕輪町 ○

長野県 南箕輪村 ○

長野県 宮田村 ○

長野県 飯綱町 ○

北陸 新潟県 長岡市 ○

富山県 富山市 ○
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促進区域の設定状況一覧（令和6年8月末日時点）②

地方 都道府県 市町村名
対象となる再エネ種

太陽光 風力 水力 地熱 バイオマス その他熱利用

北陸 富山県 氷見市 ○

富山県 小矢部市 ○

東海 静岡県 磐田市 ○

岐阜県 恵那市 ○

愛知県 岡崎市 ○

愛知県 稲沢市 ○

近畿 滋賀県 米原市 ○

京都府 綾部市 ○

兵庫県 加西市 ○

奈良県 奈良市 ○

奈良県 田原本町 ○

和歌山県 日高川町 ○

中国 島根県 美郷町 ○

四国 徳島県 阿南市 ○

愛媛県 松山市 ○

九州 福岡県 福岡市 ○

福岡県 うきは市 ○ ○

福岡県 須恵町 ○

佐賀県 唐津市 ○ ○ ○ ○

熊本県 球磨村 ○

鹿児島県 鹿屋市 ○ ○

鹿児島県 霧島市 ○

計 42 5 2 0 3 2
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促進区域の設定等に向けたゾーニング支援

出典：新潟市太陽光発電及び陸上風力発電に係るゾーニング報告書（素案）
（令和４年３月 新潟市）

（例）太陽光発電ゾーニングマップ

扱う情報

【国の基準】
【都道府県基準】
・自然環境保全地域、砂防指定地、学校等
【市町村が考慮すべき事項】
・その他環境保全の観点から考慮が必要な事項
・社会的配慮の観点から考慮が必要な事項

【再エネポテンシャル】
・パネル設置可能面積、風況等

関係者調整

環境保全・社会的配慮
に関する情報

重ね合わせ

その他

レイヤー
情報の整理

再エネポテンシャル
➢ ゾーニングに関する情報収集等
○環境配慮事項、事業性等に係る情報の重ね合わせ

○地域特有の環境配慮事項の追加的な現地調査

事業内容

※事業の成果は地方公共団体実行計画
（区域施策編）への反映が必須。

Ⅰ．既存情報の収集
Ⅱ．追加的環境調査等の実施
Ⅲ．有識者、利害関係者、

地域住民等の意見聴取
Ⅳ．ゾーニングマップ案の作成

補助要件等

・交付率：3/4
・交付上限：2,500万円
・交付対象：地方公共団体
・実施期間：～令和7年度

◼ 「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業」において、促進
区域の設定等に向けたゾーニング等の取組（地域の特性に応じた適正な環境配慮に係る
情報収集、自然環境等調査、マップ作成）を支援する。

◼ また、同事業では、促進区域設定の際の環境配慮や合意形成の手法等を取りまとめ、自治
体を対象とした研修やネットワークの構築等を行うことにより、他地域での展開を図る。

ゾーニング支援の概要

※事業内容及び補助要件等は、令和4年度
第2次補正予算、令和5年度予算のもの
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知内町

せたな町

佐渡市

能勢町

淡路市

加西市

善通寺市

熊本県

壱岐市

江差町

幕別町 釧路町

洋野町

新潟市 久慈市

宮古市

富谷市

那須塩原市

日光市知名町

京丹後市

亀岡市
篠栗町

津和野町

久万高原町

徳島県

士幌町

計画づくり支援事業によるゾーニングの実施状況

：令和3年度（11自治体）

：令和4年度（9自治体）

：令和5年度（10自治体）

事業採択年度

合計：35自治体（2県、33市町村）

釜石市

米沢市

和泊町

：補助事業完了自治体（24自治体）※

：令和6年度（5自治体）

羅臼町

厚岸町

球磨村
大豊町

いの町
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促進区域設定の技術的支援：促進区域検討支援ツール

太陽光（建物系） 太陽光（土地系）

風力（陸上風力）

◼ 「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS：Renewable Energy Potential
System）」において、各種情報（ポテンシャルや環境情報等）を重ね合わせ、促進区域の
候補地を検討可能なツールを提供。

◼ 任意の区域（≒促進区域の候補地）を指定し、区域内のポテンシャル量等を集計可能。
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５．参考
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要

パリ協定に基づく我が国の目標（NDC）の確実な達成に向けて国内外で地球温暖化対策を加速するため、以下の措置を講ずる。

① 二国間クレジット制度（JCM）の着実な実施を確保するための実施体制強化
② 地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充 等

• 二国間クレジット制度（JCM）は、優れた脱炭素技術に
よるパートナー国での排出削減に加え、脱炭素市場の創
出を通じた我が国企業の海外展開やNDC達成にも貢献。

• 増加するパートナー国・プロジェクトに関する調整や、排出
削減・吸収量の目標達成※に向けて、JCMの実施体制の
強化が急務。

• また、地域共生型再エネの導入促進のため、再エネ促進区
域の設定等の加速化に向けた制度の拡充が必要。

• パートナー国との調整等を踏まえた
JCMクレジットの発行、口座簿の管
理等に関する主務大臣の手続等を
規定する。

• 現状、業務の内容に応じ、政府及
び複数の事業者が分担し実施して
いるJCM運営業務を統合するととも
に、主務大臣に代わり、JCMクレジッ
トの発行、管理等を行うことができる
指定法人制度を創設する。

• 現状、市町村のみが定める再エネ促進区域※等について、都道府県及び市町村が共同して定める
ことができることとし、その場合は複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道
府県が行うこととする。

• 許認可手続のワンストップ化特例について、対象となる手続を新たに追加する。
※再エネ促進区域：地方公共団体実行計画において定められる、地域共生型の再エネ導入等を促進する区域

2030年度の温室効果ガス46％削減、2050年カーボンニュートラルの実現へ

背景 主な改正内容

二国間クレジット制度（JCM）の実施体制強化等1

地域脱炭素化促進事業制度の拡充2

上記に加えて、日常生活における排出削減を促進するため、以下に関する規定を整備

• 原材料の調達から廃棄までのライフサイクル全体の排出量が少ない製品等の選択の促進
• 排出削減に資するライフスタイル転換の促進 等

改正法の施行期日：令和7年4月1日 ※一部の規定は公布日等施行

バイナリー方式地熱発電（フィリピン） 水上太陽光発電（埼玉県所沢市）

バイオガスプラント（北海道上士幌町）廃棄物発電（ベトナム）

地域共生型再エネの例JCMプロジェクトの例

※パートナー国は2022年8月以降12か国増加し計29か国。また、2030年度まで
に累積1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を確保するとの目標に対し、
既存プロジェクトによる累積削減量は約2,300万t-CO2。（2024年2月時点） 
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【参考】地域脱炭素化促進事業のインセンティブ

■デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）

地方公共団体が実施する「再エネ導入関連事業（再生可能エネルギーの導入と併せて実施し、地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上に資する取組）」が、地方
公共団体実行計画（地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施される、「地域の環境保全の取組」又は「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」に限
る）に位置づけられ、地域再生計画にも定められた事業について、一定の要件を満たした上でデジタル田園都市国家構想交付金に申請された場合は、通常の上限申
請数を超えて申請できる弾力措置が適用される。

■再エネ特措法（FIT・FIP制度）

①入札における保証金の免除
   地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けた事業については入札における保証金が免除される。

②陸上風力発電、バイオマス発電、中小水力発電、地熱発電の地域活用要件における活用
• 小規模な陸上風力発電・バイオマス発電・中小水力発電・地熱発電の認定基準である地域活用要件の一つとして、「当該事業計画に係る再生可能エネルギー発

電設備が所在する地方公共団体の名義（第三者との共同名義含む）の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方公共団体
内への供給が、位置付けられているもの」との要件があり、当該要件を満たしている案件については、地域一体型の地域活用電源として、FIT制度による支援の対象と
なる。

• この「地方公共団体の名義の取り決め」には、地方公共団体から認定を受けた、地域脱炭素化促進事業計画も含まれる。

■ふるさと融資（地域総合整備資金貸付）

地域振興に資する民間投資を支援するため、都道府県又は市町村が長期の無利子資金を融資する制度である、ふるさと融資制度において、認定地域脱炭素化促進
事業については、最も高い融資比率及び融資限度額、雇用要件の特例（都道府県・指定都市「1人以上」）が適用される。

■地域未来投資促進法

事業者は、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の申請において、当該計画が地域脱炭素化促進事業の認定を受けている場合、地域脱炭素化促
進事業計画の認定書を添付することで、地域脱炭素化促進事業計画と重複する部分の記載を、省略することが可能となる。

市町村向け

事業者向け

◼ 環境省補助事業の加点、優先採択の実施

地球温暖化対策推進法に基づき市町村が定める促進区域内で実施する事業に対して、審査における優先採択や加点措置の対象となる優遇措置を実施。
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【参考】促進区域制度を活用する事業者への優遇措置

○令和５年度(補正予算)／令和６年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

◼ 環境省補助事業において、促進区域内で実施される再エネ事業に関して、審査における優先採択や加点措置を実施。

※令和６年３月末時点であり、
今後変更の可能性有り。

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設
への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

ー 加点措置

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促
進事業

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 優先採択

新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
① 建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業
② 地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
③ 窓、壁等と一体となった太陽光発電の導入加速化支援事業
⑤ 再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業
⑥ 熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業

優先採択
優先採択
加点措置
加点措置
加点措置

離島等における再エネ主力化に向けた設備導入等支援事業
① 運転制御設備導入支援事業 加点措置

平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業
① 直流による建物間融通モデル創出事業
② TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業

加点措置
加点措置

データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業
① 地域再エネの活用によりゼロエミッション化を目指すデータセンター構築支援事業
② 既存データセンターの再エネ導入等による省CO2改修促進事業
④ 地域再エネの効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター導入促進事業

加点措置
加点措置
加点措置

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業

ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業
① 新築建築物のZEB普及促進支援事業
② 既存建築物のZEB普及促進支援事業

加点措置
加点措置

LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業
① LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業 加点措置

脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推
進事業

脱炭素名地域水素サプライチェーン構築事業
③ 再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 加点措置

「脱炭素×復興まちづくり」推進事業 「脱炭素×復興まちづくり」に資する計画策定、導入等補助 加点措置
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【適用期限：令和７年度末まで】

○再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から３年度分の固定資産税に限り、課税
標準を、課税標準となるべき価格から以下の割合に軽減する。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 （固定資産税）

制度概要

【風力】 【バイオマス】【地熱】【中小水力】【太陽光】

対象設備 発電出力 課税標準（※１） 要件

太陽光発電設備

1,000kW以上 3/4（7/12～11/12） FIT・FIP認定外
（ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備（※3）または
認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備

（※4））
1,000kW未満 2/3（1/2～5/6）

風力発電設備
20kW以上 2/3（1/2～5/6）

FIT・FIP認定

20kW未満 3/4（7/12～11/12）

中小水力発電設備
5,000kW以上 3/4（7/12～11/12）

5,000kW未満 1/2（1/3～2/3）

地熱発電設備
1,000kW以上 1/2（1/3～2/3）

1,000kW未満 2/3（1/2～5/6）

バイオマス発電設備（2万kW未満）
1万kW以上 2/3（1/2～5/6）（※2）

1万kW未満 1/2（1/3～2/3）

※１ 軽減率について、各自治体が一定の幅で独自に設定できる「わがまち特例」を適用（上表の括弧書の間で設定）
※２ 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは6/7（11/14～13/14）
※３ グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備

なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含む
※４ 以下①～③のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備（建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く）

 ①二酸化炭素排出抑制対策事業費（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る）
 ②需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費（需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る）
 ③株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

【課税標準の一覧】
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